
査 主

任

す

る

職

号

外�十九
平

成
十
九
年

四

月

一

日

主

任 主

事主

事

職
員
の
職

任
命
権
者

職
員
の
職

任
命
権
者

本

庁

部

長

吏

員

又

は

吏

員

に

相

当

本

庁

部

長 本

庁

次

長本

庁

次

長 本

庁

課

長

本

庁

課

長 課
長
補
佐

課
長
補
佐 主

査主

目

次

人
事
委
員
会
規
則

○
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

三

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
五

○
職
員
の
人
事
記
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
五

○
岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
五

○
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
同

)

一
六

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
同

)

一
六

○
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

同

)

一
七

○
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)
二
二

○
岐
阜
県
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二
二

人
事
委
員
会
訓
令
甲

○
岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

二
三

人
事
委
員
会
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

別
表
行
政
職
の
表
中

｢を

｣

に
改
め
、
同
表
知
事
の
項
本
庁
部
長
の
欄
中｢

健
康
保
健
指
導
監｣

を

｣

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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岐

阜

県

公

報

号

外
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週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
四
月
一
日



任
研
究
員

す

る

職

局

長
主
任
研
究
員

主
任
研
究
員 研

究
員研

究
員

研
究
員

職
員
の
職

任
命
権
者

職
員
の
職

任
命
権
者

職
員
の
職

任
命
権
者

試
験
研
究
機
関

の
長

吏

員

又

は

吏

員

に

相

当

病
院
長

吏

員

の

試
験
研
究
機
関

の
長

副

院

長

主

任

専

門

研

究

員
主

任

専

門

研

究

員

研

究

員

主
任
医
長

専
門
研
究
員

局

長専
門
研
究
員

医

長 主

｢
会
計
管
理
者

出
納
事
務
局
長｣

に
改
め
、
同
項
本
庁
次
長
の
欄
中

｢

全
国
植
樹
祭
推
進
事
務
局
長｣

を
削
り
、

｢

研
究
開
発
副
総
括
監｣

を｢

国
体
準
備
事
務
局
長｣

に
改
め
、｢

副
出
納
長｣

、｢

出
納
事
務
局
長｣

及

び｢

大
阪
事
務
所
長｣

を
削
り
、｢

希
望
が
丘
学
園
事
務
局
長｣

を｢

県
立
看
護
大
学
事
務
局
長｣

に
、

｢

県
立
看
護
大
学
事
務
局
長｣

を

｢

希
望
が
丘
学
園
事
務
局
長｣

に
改
め
、
同
項
本
庁
課
長
の
欄
中

｢

国
体
準
備
事
務
局
長｣
を｢

国
体
準
備
事
務
局
次
長｣

に
改
め
、｢

全
国
植
樹
祭
推
進
事
務
局
次
長｣

及
び｢

政
策
報
道
監｣

を
削
り
、｢

少
子
化
対
策
監｣

を｢

少
子
化
対
策
監

地
域
振
興
企
画
監｣

に
改
め
、｢

給
与
シ

ス
テ
ム
企
画
監｣

及
び｢

保
健
企
画
監｣
を
削
り
、｢

感
染
症
対
策
企
画
監｣

を｢

感
染
症
対
策
企
画

保
健
企
画
監

監｣

に
改
め
、｢

高
齢
者
医
療
企
画
監｣

及
び｢
消
費
流
通
企
画
監｣

を
削
り
、｢

建
築
安
全
対
策
監｣

を｢

建
築
構
造
審
査
監｣

に
、｢

財
務
開
発
企
画
監｣
を｢

総
合
財
務
企
画
監｣

に
改
め
、｢

大
阪
事
務

所
課
長｣

を
削
り
、｢

県
立
看
護
大
学
課
長｣

を｢

県
立
看
護
大
学
課
長

衛
生
専
門
学
校
総
務
課
長｣

に
改
め
、｢

県
立
病

院
管
財
指
導
監｣

を
削
り
、｢

県
立
病
院
医
療
サ
ー
ビ
ス
課
長｣

を ｢
県
立
病
院
医
療
サ
ー
ビ
ス
課
長

希
望
が
丘
学
園
総
務
課
長

子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
家
庭
支

援
第
二
課
長｣

に
改
め
、｢

女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
女
性
支
援
企
画
監｣

及
び｢

国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー

副
塾
長｣

を
削
り
、｢

道
路
維
持
課
長｣

を｢

施
設
管
理
課
長(

岐
阜
土
木
事
務
所
施
設
管
理
課
長
を

除
く
。)

、
道
路
維
持
課
長(

岐
阜
土
木
事
務
所
道
路
維
持
課
長
を
除
く
。)｣

に
改
め
、｢

岐
阜
建
築
事

務
所
課
長｣

を
削
り
、
同
表
教
育
委
員
会
の
項
本
庁
次
長
の
欄
中｢

美
術
館
副
館
長｣

を｢

美
術
館
副

現
代
陶
芸

館
長

美
術
館
副
館
長｣

に
、｢

国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
事
務
局
長｣

を ｢

国
際
情
報
科
学
芸
術
ア

森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー

森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー

カ
デ
ミ
ー
事
務
局
長

副
学
長

事
務
局
長

｣

に
改
め
、
同
項
本
庁
課
長
の
欄
中｢

教
育
主
管｣

を｢

教
育
主
管

国
体
競
技
力
向
上
室
長｣

に
改
め
、｢

競
技
力
向
上
対
策
監｣

を
削
り
、｢

美
術
館
学
芸
部
長｣

を｢

美
術
館
学
芸
課
長｣

に
改
め
、

｢

森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
副
学
長｣

及
び｢

森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
事
務
局
長｣

を
削
り
、
同
表
代
表

監
査
委
員
の
項
本
庁
課
長
の
欄
中｢

総
括
管
理
監｣

を｢

総
括
管
理
監

監
査
企
画
監｣

に
改
め
、
同
表
議
会
議
長
の

｢
｢

項
本
庁
次
長
の
欄
中｢

参
事｣

を
削
り
、
同
表
人
事
委
員
会
の
項
中

を

｣

｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
一
号
中｢

規
定
す
る
地
方
機
関｣

の
下
に｢(

知
事
の

補
助
機
関
で
あ
る
も
の(

県
立
看
護
大
学
及
び
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
を
除
く
。)

に
限
る
。)｣

を
加
え
、
同
表
備
考
第
三
号
中｢

、
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校｣

を｢

及
び
特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
四
号
を
削
る
。

｢

別
表
研
究
職
の
表
中

｢を

｣

に
改
め
、
同
表
警
察
本
部
長
の
項
中 ｢

を

｣
｣

｢

に
改
め
る
。

｣｢

別
表
医
療
職
一�
の
表
中
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職

主
任
技
師

技

師

当

す

る

職

長

職

主
任
技
師

技
術
主
査

技
術
主
査

技

師

技

師

技

師

技

師
技

師

職
員
の
職

任
命
権
者

職
員
の
職

任
命
権
者

職
員
の
職

任
命
権
者

職
員
の
職

任
命
権
者

職
員
の
職

任
命
権
者

副
院
長

吏

員

の

部

長

吏

員

又

は

吏

員

に

相

副
院
長

部

長

病
院
長

看
護
部
長

看
護
部
長

副

部

長

副

院

長

副

部

長

上
席
看
護
師
長

上
席
看
護
師
長

技
術
主
査

主
任
医
長

技
術
主
査

看
護
師
長

看
護

主
任

医

師
長

主
任
技
師

技

師

｢を

｣

に
改
め
、
同
表
知
事
の
項
本
庁
病
院
長
の
欄
中｢

院
長
代
理｣

を
削
る
。

｣｢

別
表
医
療
職
二�
の
表
中

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

｢

別
表
医
療
職
三�
の
表
中

｢を

｣

に
改
め
、
同
表
知
事
の
項
看
護
部
長
の
欄
中

｢

保
健
所
課
長｣

を

｣

｢

保
健
所(

保
健
所
の
事
務
所
を
除
く
。)

課
長｣

に
改
め
、
同
項
上
席
看
護
師
長
の
欄
中｢

看
護
専

門
学
校
教
頭｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
二
年

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中｢

助
教
授｣

を｢

准
教
授｣

に
改
め
、｢

講
師｣

の
下
に｢

、
助
教｣

を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
二
号
中｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
又
は
養
護
学
校｣

を｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
、｢

養

護
教
諭｣

の
下
に｢

、
栄
養
教
諭｣

を
加
え
る
。

第
十
二
条
中｢

養
護
教
諭｣

の
下
に｢

、
栄
養
教
諭｣

を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
二
中｢

助
教
授｣

を｢

准
教
授｣

に
改
め
、｢

講
師｣

の
下
に｢

、
助
教｣

を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中｢

次
の
表
の
職
の
欄｣

を｢

別
表
第
一
の
三｣

に
改
め
、｢

管
理
職
手
当
の

月
額
は
、
当
該
職
員
の
給
料
月
額
に
、
当
該
職
員
の
職
に
応
じ
て
同
表
に
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
額
に
一
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

と
す
る｣

を
削
り
、
同
条
た
だ
し
書
中｢

支

給
割
合｣

を｢

区
分｣
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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三
種

二
種
一
種

管
理
職
手
当
の
区
分

八
千
円

一
万
円

一
万
二
千
円

額

六
種(

別
表
第
一
の
三
教
育
委
員
会
の
部
学
校
の
項
に
規
定
す
る
教
頭
又

は
部
主
事
の
区
分
に
限
る
。)

七
種

八
種

五
種

六
種(

別
表
第
一
の
三
教
育
委
員
会
の
部
学
校
の
項
に
規
定
す
る
教
頭
又

は
部
主
事
の
区
分
を
除
く
。)

四
種

四
千
円

六
千
円

２

別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
職
に
係
る
管
理
職
手
当
の
区
分
は
、
同
表
の
職
欄
の
区
分
に
応
じ
、
同

表
の
区
分
欄
に
定
め
る
区
分
と
す
る
。

第
二
十
四
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員
の
う
ち
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第

二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
職
員(

以
下｢
再
任
用
職
員｣

と
い
う
。)

以
外
の
職
員
に
支
給
す
る
管
理
職
手
当
の
額
は
、
当

該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
別
並
び
に
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
当
該
職
に
係
る
前

項
の
規
定
に
よ
る
区
分(
以
下｢

当
該
職
の
区
分｣

と
い
う
。)

に
応
じ
、
別
表
第
一
の
四
の
管
理

職
手
当
額
欄
に
定
め
る
額(

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
条
例
第
三
十
一
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で

除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
切
り
捨
て
た
額)

と
す
る
。

４

第
一
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員
の
う
ち
、
再
任
用
職
員
に
支
給
す
る
管
理
職
手
当
の
額
は
、

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
別
並
び
に
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
当
該
職
の
区
分

に
応
じ
、
別
表
第
一
の
五
の
管
理
職
手
当
額
欄
に
定
め
る
額(
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
額
に
条
例
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
二
中｢

前
条
の
表｣

を｢

別
表
第
一
の
三｣

に
、｢

同
条
の
表
に
掲
げ
る
支
給
割
合

の
範
囲
内
に
お
い
て｣

を｢

当
該
職
の
職
務
の
内
容
及
び
職
責
を
考
慮
し｣

に
改
め
、｢
得
て｣

の
下

に｢

、
当
該
職
員
が
再
任
用
職
員
で
あ
る
か
否
か
の
区
分
及
び
当
該
職
に
準
ず
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る

同
表
に
掲
げ
る
職
に
係
る
同
表
の
区
分
欄
に
定
め
る
区
分
に
従
い
、
前
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
例
に

よ
り｣

を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中｢

支
給
割
合
が
百
分
の
二
十
五
又
は
百
分
の
二
十｣

を｢

区
分
が
一

種
又
は
二
種｣

に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
中｢

支
給
割
合
の｣

を
削
り
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
四
項
の
表
盲
学
校
、
聾ろ

う

学
校
及
び
養
護
学
校
の
項
中｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護

学
校｣

を｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
、
同
表
備
考
中｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校｣

を｢

特

別
支
援
学
校｣

に
、｢

岐
阜
県
立
特
殊
教
育
学
校
管
理
規
則｣

を｢

岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規

則｣

に
、｢

養
護
学
校
の｣

を｢

特
別
支
援
学
校
の｣

に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
九
第
二
項
中｢

技
術
吏
員
及
び
事
務
職
員
で
あ
る｣

を
削
り
、
同
条
第
四
項
中｢

、

盲
学
校
、
聾ろ

う

学
校
及
び
養
護
学
校｣

を

｢

及
び
特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
二
号
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
又
は
養
護
学
校｣

を｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
十
二
第
一
項
中｢

産
業
技
術
セ
ン
タ
ー｣

の
下
に｢

、
機
械
材
料
研
究
所｣

を
加
え

る
。第

三
十
八
条
の
十
九
第
四
項
中｢

産
業
技
術
セ
ン
タ
ー｣

の
下
に｢

、
機
械
材
料
研
究
所｣

を
加
え
、

同
条
第
七
項
中｢

農
林
事
務
所｣

を｢

振
興
局｣

に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
の
十
一
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

農
業
改
良
助
長
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
五
号)

第
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事

務
又
は
森
林
法
第
百
八
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務(

以
下
こ
の
号
に
お
い
て｢

普
及
事

務｣

と
い
う
。)

に
従
事
し
て
い
な
い
日
又
は
時
間
の
割
合
が
、
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
割
合
と
な
る
こ
と
。

イ

常
勤
の
職
員

月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
週
休
日
、
祝
日
法
に
よ
る
休
日
等

及
び
年
末
年
始
の
休
日
等
を
除
い
た
日(

以
下
こ
の
号
に
お
い
て｢

勤
務
を
要
す
る
日｣

と
い

う
。)

の
う
ち
、
普
及
事
務
に
従
事
し
て
い
な
か
つ
た
日(

公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又

は
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
た
休
暇
の
事
由
に
よ
り
勤

務
を
し
て
い
な
か
つ
た
日
を
除
く
。)

の
合
計
が
、
そ
の
月
の
勤
務
を
要
す
る
日
の
合
計
の
二

分
の
一
以
上
と
な
る
こ
と
。

ロ

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員

月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
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任
命
権

者 授
業
に
従
事
す
る
教
授
、
准
教
授
、
講
師
又
は
助
教
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の

機

関

職

区

分

知
事

消
防
学
校

振
興
局

本
庁

校
長
課
長(

振
興
局
の
事
務
所
の
課
長
を
除
く
。)

副
局
長
、
地
域
危
機
管
理
監
、
振
興
局
の
事
務

所
の
所
長

局
長

航
空
管
理
監
、
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
誘
致
対

策
監
、
主
幹

笠
松
競
馬
支
援
室
長
、
徳
山
ダ
ム
対
策
室
長
、

総
括
管
理
監
、
防
災
対
策
監
、
防
災
航
空
セ
ン

タ
ー
長
、
訟
務
対
策
監
、
職
員
健
康
管
理
監
、

県
有
施
設
管
理
監
、
地
域
振
興
企
画
監
、
情
報

基
盤
対
策
監
、
先
端
技
術
企
画
監
、
自
然
環
境

対
策
監
、
環
境
事
故
対
策
監
、
看
護
企
画
監
、

感
染
症
対
策
企
画
監
、
保
健
企
画
監
、
食
品
安

全
推
進
監
、
介
護
支
援
監
、
児
童
虐
待
対
策
監
、

技
術
調
整
監
、
企
業
誘
致
監
、
技
術
総
括
監
、

競
馬
監
督
監
、
技
術
指
導
監
、
森
林
監
視
指
導

監
、
建
設
産
業
企
画
監
、
入
札
制
度
企
画
監
、

建
設
技
術
企
画
監
、
高
速
道
路
企
画
監
、
交
通

安
全
対
策
監
、
技
術
管
理
監
、
建
築
構
造
審
査

監
、
住
宅
企
画
監
、
建
築
企
画
監
、
設
備
管
理

監
、
県
営
水
道
企
画
監
、
検
査
監
、
総
合
財
務

企
画
監
、
会
計
事
務
検
査
監
、
管
理
監

次
長
、
危
機
管
理
副
統
括
監
、
国
体
準
備
事
務

局
長
、
医
療
技
監
、
農
業
技
監
、
土
木
技
監
、

参
事
、
課
長
、
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長
、
国
体

準
備
事
務
局
次
長
、
総
括
管
理
監(

人
事
委
員

会
の
認
め
る
も
の
に
限
る
。)

、
個
人
住
民
税
徴

収
企
画
監
、
少
子
化
対
策
監
、
地
域
福
祉
推
進

監
、
県
立
病
院
企
画
監
、
技
術
総
括
監(

人
事

委
員
会
の
認
め
る
も
の
に
限
る
。)

理
事
、
部
長
、
秘
書
広
報
統
括
監
、
危
機
管
理

統
括
監
、
参
与
、
会
計
管
理
者
、
出
納
事
務
局

長
、
次
長(

人
事
委
員
会
の
認
め
る
も
の
に
限

る
。)

、
研
究
開
発
総
括
監

四
種
六
種

二
種
一
種

六
種

四
種

二
種

一
種

に
お
い
て
勤
務
を
要
す
る
日
に
お
け
る
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
職

員
と
し
て
勤
務
を
要
す
る
時
間
の
う
ち
、
普
及
事
務
に
従
事
し
て
い
な
か
つ
た
時
間(

公
務
上

の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ

た
休
暇
の
事
由
に
よ
り
勤
務
を
し
て
い
な
か
つ
た
時
間
を
除
く
。)

の
合
計
が
、
そ
の
月
に
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
勤
務
を
要
す
る
時
間
の
合
計
の

二
分
の
一
以
上
と
な
る
こ
と
。

第
四
十
八
条
の
十
一
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
管
理
職
手
当
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

第
四
十
八
条
の
十
六
中｢

養
護
教
諭｣

の
下
に｢

、
栄
養
教
諭｣

を
加
え
る
。

第
四
十
八
条
の
十
八
第
一
号
中｢

、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五

第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

(

以
下

｢

再
任
用
職
員｣

と
い
う
。)｣

を｢

再
任
用
職
員｣
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
の
二
第
一
号
中｢

に
あ
つ
て
は
、
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
管
理
職
手
当
の
支
給
割
合

が
百
分
の
二
十
五
と
さ
れ
て
い
る
参
事
の
職
に
限
る｣
を｢
を
除
く｣

に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
の
四
第
三
項
第
一
号
中｢

支
給
割
合
が
給
料
月
額
の
百
分
の
二
十
五｣

を｢

区
分
が
一

種｣

に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
を
削
り
、
第
六
十
五
条
の
二
を
第
六
十
六
条
と
す
る
。

第
七
十
一
条
中｢

若
し
く
は
第
三
十
五
条
第
二
項
又
は
第
六
十
六
条
第
三
項｣

を｢

又
は
第
三
十
五

条
第
二
項｣

に
、｢

、
人
事
委
員
会｣

を｢

人
事
委
員
会｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
県
立
看
護
大
学
の
項
職
員
の
欄
及
び
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
の
項
職
員
の
欄
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
小
学
校
及
び
中
学
校
の
項
中｢

特
殊
学
級｣

を｢

特
別
支
援
学
級｣

に
改
め
、
同
表
盲
学

校
、
聾ろ

う

学
校
及
び
養
護
学
校
の
項
中｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校｣

を｢

特
別
支
援
学
校｣

に

改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
の
次
に
次
の
三
表
を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
三(

第
二
十
四
条
関
係)
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保
健
所

県
民
生
活

相
談
セ
ン

タ
ー

旅
券
セ
ン

タ
ー

岐
阜
県
行

政
組
織
規

則
第
五
十

四
条
に
規

定
す
る
試

験
研
究
機

関 自
動
車
税

事
務
所

県
税
事
務

所 地
方
自
治

大
学
校

名
古
屋
事

務
所

東
京
事
務

所

課
長(

保
健
所
の
事
務
所
の
課
長
を
除
く
。)

副
所
長
、
保
健
所
の
事
務
所
の
所
長
、
管
理

監 所
長

所
長

所
長
部
長
研
究
員
、
主
幹

課
長

(

保
健
環
境
研
究
所
、
産
業
技
術
セ
ン

タ
ー
、
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
及
び
畜
産
研
究

所
の
総
務
課
長
に
限
る
。)

当
該
機
関
の
長
、
主
任
部
長
研
究
員
、
管
理

監 課
長
所
長
課
長
管
理
監

所
長
課
長
校
長
課
長
管
理
監

所
長
課
長
、
六
本
木
セ
ン
タ
ー
所
長

企
業
誘
致
監

所
長

六
種

四
種
二
種

二
種

二
種
七
種

六
種

四
種
六
種
二
種
六
種
四
種
二
種
六
種
二
種
六
種
四
種
二
種
六
種
四
種

一
種

希
望
が
丘

学
園

知
的
障
害

者
更
生
相

談
所

身
体
障
害

者
更
生
相

談
所

食
肉
衛
生

検
査
所

精
神
保
健

福
祉
セ
ン

タ
ー

病
院

看
護
専
門

学
校

衛
生
専
門

学
校

県
立
看
護

大
学

課
長

看
護
部
長

園
長
、
事
務
局
長

所
長

所
長

食
肉
検
査
監

所
長

所
長

技
師
長
、
薬
剤
指
導
監
、
看
護
指
導
監
、
医

療
サ
ー
ビ
ス
課
長

薬
剤
部
長
、
看
護
部
長
、
総
務
課
長

副
院
長
、
主
任
部
長

院
長
、
事
務
局
長

副
校
長

校
長

副
校
長
、
課
長

管
理
監

校
長

課
長

管
理
監

学
部
長
、
研
究
科
長

事
務
局
長

六
種

四
種

二
種

四
種

二
種

四
種

二
種

二
種

六
種

四
種

二
種

一
種

六
種

四
種

六
種

四
種

二
種

六
種

四
種

二
種

一
種

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )６



家
畜
保
健

地
域
農
業

改
良
普
及

セ
ン
タ
ー

農
業
大
学

校 病
害
虫
防

除
所

農
林
事
務

所 木
工
芸
術

ス
ク
ー
ル

国
際
た
く

み
ア
カ
デ

ミ
ー

情
報
科
学

芸
術
大
学

院
大
学

計
量
検
定

所 わ
か
あ
ゆ

学
園

女
性
相
談

セ
ン
タ
ー

子
ど
も
相

談
セ
ン
タ

ー

所
長

課
長

所
長
、
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
事

務
所
の
所
長

副
校
長

校
長

所
長

課
長

副
所
長
、
管
理
監

所
長

事
務
局
長

指
導
部
長

塾
長
、
事
務
局
長

課
長

研
究
科
長
、
図
書
館
長
、
セ
ン
タ
ー
長

事
務
局
長

所
長

園
長

所
長

家
庭
支
援
第
二
課
長

所
長

四
種

六
種

四
種

四
種

二
種

四
種

六
種

四
種

二
種

二
種

四
種

二
種

六
種

二
種

一
種

四
種

四
種

四
種

六
種

四
種

(

中
央
に
あ
つ

て
は
、
二
種)

建
築
事
務

所 流
域
浄
水

事
務
所

岐
阜
駅
周

辺
鉄
道
高

架
工
事
事

務
所

宮
川
上
流

河
川
開
発

工
事
事
務

所 長
良
川
上

流
河
川
開

発
工
事
事

務
所

阿
多
岐
ダ

ム
管
理
事

務
所

東
海
環
状

自
動
車
道

事
務
所

土
木
事
務

所 衛
生
所

所
長
課
長
管
理
監

所
長

所
長

所
長

所
長

課
長
所
長

所
長
主
幹

課
長

(

施
設
管
理
課
長

(

岐
阜
土
木
事
務
所

を
除
く
。)

、
道
路
維
持
課
長

(

岐
阜
土
木
事

務
所
を
除
く
。)

及
び
公
有
地
化
推
進
課
長
を

除
く
。)

、
指
導
検
査
監

副
所
長
、
公
有
地
化
推
進
企
画
監
、
管
理
監

所
長

課
長

(

岐
阜
家
畜
保
健
衛
生
所
の
課
長
に
限

る
。)

四
種
六
種
四
種
二
種

四
種

四
種

四
種

六
種
四
種

二
種
七
種

六
種

四
種
二
種

六
種

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



教
育
委

員
会

議
会

学
校

事
務
局

事
務
局

東
部
広
域

水
道
事
務

所

教
頭
、
部
主
事

事
務
部
長

校
長
、
副
校
長

管
理
監

教
育
事
務
所
の
課
長

室
長
、
総
括
管
理
監
、
管
理
監
、
教
育
施
設

整
備
監
、
厚
生
企
画
監
、
研
修
企
画
監
、
社

会
教
育
対
策
監

参
事
、
本
庁
の
課
長
、
教
育
主
管
、
教
育
事

務
所
長

教
育
次
長
、
参
与
、
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
長

図
書
室
長
、
政
策
調
査
室
長
、
総
括
管
理
監

課
長
事
務
局
長

副
所
長

所
長

七
種

(
人
事
委
員
会

が
定
め
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
六
種
。
学

校
の
教
頭
及
び
部
主

事
の
う
ち
、
岐
阜
県

教
育
職
員
の
給
与
そ

の
他
の
勤
務
条
件
の

特
例
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
四
十
六
年
岐

阜
県
条
例
第
三
十
七

号)

第
三
条
の
規
定

に
よ
り
教
職
調
整
額

の
支
給
を
受
け
る
者

に
あ
つ
て
は
、
八
種
。)

六
種

六
種

(

人
事
委
員
会

が
定
め
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
五
種
又
は

三
種)

四
種
六
種

四
種

二
種
一
種
四
種
二
種
一
種

四
種
二
種

博
物
館

高
山
陣
屋

管
理
事
務

所 図
書
館

御
嶽
少
年

自
然
の
家

土
岐
少
年

自
然
の
家

関
ヶ
原
青

少
年
自
然

の
家

伊
自
良
青

少
年
の
家

国
際
情
報

科
学
芸
術

ア
カ
デ
ミ

ー 森
林
文
化

ア
カ
デ
ミ

ー 国
際
園
芸

ア
カ
デ
ミ

ー

総
務
部
長

館
長
、
副
館
長

所
長
企
画
情
報
課
長

室
長
副
館
長

館
長

所
長

所
長

所
長

所
長
課
長
学
科
長

事
務
局
長

課
長
管
理
監

副
学
長
、
森
林
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

長
、
事
務
局
長

副
学
長

学
校
事
務
主
幹

二
種
一
種

四
種
六
種
四
種
二
種
一
種

四
種

四
種

四
種

四
種
六
種
二
種
一
種
六
種
四
種

二
種

二
種
七
種
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公
安
委

員
会

監
査
委

員 人
事
委

員
会

警
察
署

警
察
本
部

事
務
局

事
務
局

ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
ひ
だ

現
代
陶
芸

美
術
館

美
術
館

署
長
、
副
署
長

監
察
官
、
総
括
情
報
管
理
官
、
管
理
官
、
管

理
監
、
警
察
学
校
副
校
長

参
事
官
、
首
席
監
察
官
、
課
長
、
上
席
監
察

官
、
自
動
車
警
ら
隊
長
、
鉄
道
警
察
隊
長
、

機
動
捜
査
隊
長
、
科
学
捜
査
研
究
所
長
、
交

通
機
動
隊
長
、
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
長
、

機
動
隊
長

部
長(

総
務
室
長
を
含
む
。)

、
警
察
学
校
長
、

組
織
犯
罪
対
策
統
括
官

総
括
管
理
監

課
長
、
監
査
企
画
監

事
務
局
長

課
長
事
務
局
長

部
長
館
長
学
芸
部
長

副
館
長
、
総
務
部
長

館
長
課
長
部
長
副
館
長

館
長
学
芸
部
長

二
種

(

岐
阜
南
警
察

署
、
岐
阜
北
警
察
署
、

各
務
原
警
察
署
、
岐

阜
羽
島
警
察
署
、
北

方
警
察
署
、
関
警
察

署
、
加
茂
警
察
署
、

四
種

二
種

一
種
四
種
二
種
一
種
二
種
一
種
四
種
二
種
四
種
二
種
一
種
六
種
四
種
二
種
一
種
四
種

９
級

職
務
の
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

職
務
の
級

労
働
委

員
会

事
務
局

課
長
事
務
局
長

管
理
監

二
種

一
種

区
分

七
種

六
種

四
種

七
種

六
種

四
種

二
種

四
種

二
種

二
種

一
種

一
種

区
分

96,800円

121,000円

管
理
職
手
当
額

40,400円

48,500円

60,700円

42,600円

51,100円

63,900円

85,200円

67,900円

90,600円

95,100円

118,900円

128,900円

管
理
職
手
当
額

二
種
一
種
四
種

可
児
警
察
署
及
び
高

山
警
察
署
の
副
署
長

に
あ
つ
て
は
四
種)

別
表
第
１
の
４
(第
二
十
四
条
関
係
)

１
行
政
職
給
料
表

２
公
安
職
給
料
表

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９



２
級

３
級

４
級

職
務
の
級

２
級

３
級

４
級

職
務
の
級

５
級

職
務
の
級

７
級

８
級

八
種

七
種

六
種

六
種

五
種

三
種

区
分

八
種

七
種

六
種

六
種

五
種

三
種

区
分

二
種

区
分

四
種

二
種

四
種

二
種

33,200円

44,800円

53,800円

54,200円

63,300円

72,300円

管
理
職
手
当
額

34,100円

46,200円

55,500円

56,200円

65,500円

74,900円

管
理
職
手
当
額

105,500円

管
理
職
手
当
額

68,600円

91,400円

69,500円

92,700円

６
級

７
級

職
務
の
級

３
級

４
級

職
務
の
級

４
級

５
級

職
務
の
級

４
級

職
務
の
級

四
種

二
種

四
種

二
種

区
分

六
種

四
種

二
種

二
種

一
種

区
分

七
種

四
種

二
種

四
種

二
種

区
分

二
種

区
分

63,900円

85,200円

67,800円

90,400円

管
理
職
手
当
額

62,900円

78,600円

104,800円

110,100円

137,700円

管
理
職
手
当
額

46,200円

69,200円

92,300円

76,600円

102,100円

管
理
職
手
当
額

100,300円

管
理
職
手
当
額

３
教
育
職
給
料
表
一�４

教
育
職
給
料
表
二�５

教
育
職
給
料
表
三�

６
教
育
職
給
料
表
四�７

研
究
職
給
料
表

８
医
療
職
給
料
表
一�９

医
療
職
給
料
表
二�

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )10



職
務
の
級

６
級

７
級

職
務
の
級

区
分

七
種

六
種

四
種

二
種

四
種

二
種

区
分

七
種

六
種

管
理
職
手
当
額

45,000円

54,000円

67,400円

89,900円

68,000円

90,600円

管
理
職
手
当
額

42,600円

51,100円

５
級

職
務
の
級

７
級

８
級

９
級

職
務
の
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

二
種

区
分

四
種

二
種

四
種

二
種

二
種

一
種

区
分

七
種

六
種

四
種

七
種

六
種

四
種

二
種

四
種

二
種

二
種

一
種

一
種

81,800円

管
理
職
手
当
額

52,500円

69,900円

57,900円

77,300円

83,800円

104,800円

管
理
職
手
当
額

29,500円

35,400円

44,300円

32,100円

38,500円

48,200円

64,200円

54,700円

72,900円

79,800円

99,800円

112,900円

10
医
療
職
給
料
表
三�備

考別
表
第
１
の
３
に
掲
げ
る
職
の
う
ち
､
こ
の
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
管
理
職
手
当
額
を
定
め
る
特

段
の
事
情
が
あ
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
職
を
占
め
る
職
員
に
支
給
す
る
管
理
職
手
当
額
に
つ
い
て

は
､
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
当
該
職
の
区
分
を
考
慮
し
て
､
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
範

囲
内
で
人
事
委
員
会
が
認
め
る
額
と
す
る
｡

１
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
職
務
の
級
欄
に
､
当
該
職
の
区
分
よ
り
一
段

高
い
区
分
が
あ
る
と
き
は
､
当
該
区
分
に
係
る
管
理
職
手
当
額
未
満
の
額

２
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
職
務
の
級
欄
に
､
当
該
職
の
区
分
よ
り
一
段

低
い
区
分
が
あ
る
と
き
は
､
当
該
区
分
に
係
る
管
理
職
手
当
額
を
超
え
る
額

３
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
よ
り
上
位
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
職
務
の
級
欄
に
､
当

該
職
務
の
区
分
に
係
る
管
理
職
手
当
額
の
区
分
が
あ
る
と
き
は
､
当
該
管
理
職
手
当
額
未
満
の
額

４
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
職
務
の
級
欄
に
､
当

該
職
の
区
分
に
係
る
管
理
職
手
当
額
の
区
分
が
あ
る
と
き
は
､
当
該
管
理
職
手
当
額
を
超
え
る
額

別
表
第
１
の
５
(第
二
十
四
条
関
係
)

１
行
政
職
給
料
表

２
公
安
職
給
料
表

３
教
育
職
給
料
表
一�４

教
育
職
給
料
表
二�

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11



４
級

５
級

職
務
の
級

４
級

職
務
の
級

２
級

３
級

４
級

職
務
の
級

２
級

３
級

４
級

職
務
の
級

二
種

四
種

二
種

区
分

二
種

区
分

八
種

七
種

六
種

六
種

五
種

三
種

区
分

八
種

七
種

六
種

六
種

五
種

三
種

区
分

66,600円

59,000円

78,700円

管
理
職
手
当
額

76,900円

管
理
職
手
当
額

22,100円

33,100円

39,800円

49,800円

58,000円

66,300円

管
理
職
手
当
額

22,400円

33,800円

40,600円

51,000円

59,500円

68,000円

管
理
職
手
当
額

６
級

７
級

職
務
の
級

６
級

７
級

職
務
の
級

３
級

４
級

職
務
の
級

四
種

二
種

四
種

二
種

区
分

七
種

六
種

四
種

二
種

四
種

二
種

区
分

六
種

四
種

二
種

二
種

一
種

区
分

七
種

四
種

49,900円

66,500円

56,900円

75,800円

管
理
職
手
当
額

32,900円

39,500円

49,400円

65,800円

56,000円

74,600円

管
理
職
手
当
額

46,900円

58,600円

78,100円

92,700円

115,900円

管
理
職
手
当
額

33,300円

49,900円

５
教
育
職
給
料
表
三�６

教
育
職
給
料
表
四�７

研
究
職
給
料
表

８
医
療
職
給
料
表
一�９

医
療
職
給
料
表
二�10

医
療
職
給
料
表
三�

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )12



� 地

高
山
市
荘
川
町
新
渕
二
四
五
の
四

高
根
町
上
ケ
洞
五
四
〇

飛�
市
神
岡
町
東
茂
住
一
三
三
の
二

恵
那
市
山
岡
町
久
保
原
東
山
上
ケ
平
一
九
七

五
の
六
一
五

高
山
市
荘
川
町
新
渕
二
四
五
の
四

高
根
町
上
ケ
洞
五
四
〇

高
山
市
荘
川
町
新
渕
五
五
〇

高
根
町
上
ケ
洞
四
二
八
の
一

恵
那
市
山
岡
町
久
保
原
東
山
上
ケ
平
一
九
七

五
の
六
一
五

七
種

六
種

33,300円

39,900円

荘
川
警
察
官
駐
在
所

高
根
警
察
官
駐
在
所

茂
住
警
察
官
駐
在
所

恵
那
市
山
岡
町
駐
在
所

荘
川
警
察
官
駐
在
所

高
根
警
察
官
駐
在
所

高
山
市
荘
川
町
駐
在
所

高
山
市
高
根
町
駐
在
所

恵
那
市
山
岡
町
駐
在
所

一
級
地 一

級

滝
三
六
五
の
六

飛�
市
神
岡
町
東
茂
住
一
三
三
の
二

高
山
市
上
宝
町
本
郷
五
四
〇

恵
那
市
串
原
三
一
七
一
の
一

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
広
瀬
九
二
四

長
滝
警
察
官
駐
在
所

茂
住
警
察
官
駐
在
所

高
山
市
上
宝
町
駐
在
所

恵
那
市
串
原
駐
在
所

揖
斐
川
町
坂
内
駐
在
所

長

備
考別
表
第
１
の
３
に
掲
げ
る
職
の
う
ち
､
こ
の
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
管
理
職
手
当
額
を
定
め
る

特
段
の
事
情
が
あ
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
職
を
占
め
る
職
員
に
支
給
す
る
管
理
職
手
当
額
に
つ

い
て
は
､
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
当
該
職
の
区
分
を
考
慮
し
て
､
次
の
各
号
に
掲
げ
る

額
の
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
が
認
め
る
額
と
す
る
｡

１
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
職
務
の
級
欄
に
､
当
該
職
の
区
分
よ
り
一

段
高
い
区
分
が
あ
る
と
き
は
､
当
該
区
分
に
係
る
管
理
職
手
当
額
未
満
の
額

２
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
職
務
の
級
欄
に
､
当
該
職
の
区
分
よ
り
一

段
低
い
区
分
が
あ
る
と
き
は
､
当
該
区
分
に
係
る
管
理
職
手
当
額
を
超
え
る
額

３
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
よ
り
上
位
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
職
務
の
級
欄
に
､

当
該
職
務
の
区
分
に
係
る
管
理
職
手
当
額
の
区
分
が
あ
る
と
き
は
､
当
該
管
理
職
手
当
額
未
満
の

額

４
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
の
職
務
の
級
欄
に
､

当
該
職
の
区
分
に
係
る
管
理
職
手
当
額
の
区
分
が
あ
る
と
き
は
､
当
該
管
理
職
手
当
額
を
超
え
る

額

｢

別
表
第
四
中

｢を

｣

に
改
め
る
。

｢

別
表
第
四
の
二
中

｣

｢

及
び

を
削
る
。

｣

別
表
第
五
小
学
校
の
表
高
山
市
の
部
中 ｢

丹
生
川
東
小
学
校

荒
城
小
学
校

朝
日
小
学
校

高
根
小
学
校

｣

を｢

朝
日
小
学
校｣

に
改
め
、
同
表

郡
上
市
の
部
相
生
第
二
小
学
校
の
項
を
削
る
。

別
表
第
五
の
二
揖
斐
郡
の
項
を
削
る
。

別
表
第
五
の
三
中｢

郡
上
養
護
学
校｣

を｢

郡
上
特
別
支
援
学
校｣

に
、｢

白
鳥
警
部
補
交
番｣

を

｢

白
鳥
交
番｣

に
、｢

小
坂
警
部
補
交
番｣

を｢

小
坂
警
察
官
駐
在
所｣

に
改
め
、 ｢

を
削
る
。

｣

別
表
第
七
教
育
職
給
料
表
一�
の
項
中｢

研
究
科
長｣

の
下
に｢

、
図
書
館
長｣

を
加
え
、｢

助
教
授｣

を｢

准
教
授｣

に
、｢

助
手｣

を｢

助
教
及
び
助
手｣

に
改
め
、
同
表｢

教
育
職
給
料
表
二�教

育
職
給
料
表
三�｣

の
項
中

｢

及
び
養
護
教
諭｣

を

｢

、
養
護
教
諭
及
び
栄
養
教
諭｣

に
改
め
、
同
表
教
育
職
給
料
表
四�
の
項
中

｢
校
長｣

を｢

学
長｣

に
、｢

助
教
授｣

を｢

准
教
授｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
の
三
中｢支

給
割
合
｣

を｢区
分
｣

に
、｢100分

の
｣

を｢種
｣

に
改
め
る
。

附

則
(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
を
占
め
る
職
員
の
う
ち
、
こ
の
規
則
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百
分
の
十
四

百
分
の
十
五

百
分
の
十
六

百
分
の
二
十

百
分
の
二
十
五

五
種
四
種
三
種
二
種
一
種

八
種
七
種

六
種
五
種

四
種
三
種

二
種

百
分
の
六

百
分
の
八

百
分
の
十

百
分
の
十
二

百
分
の
十
三

百
分
の
八

百
分
の
十

百
分
の
十
二(

施
行
日
の
前
日
に
農
林
漁

業
普
及
指
導
手
当
を
受
け
て
い
た
者
に
あ
っ

て
は
、
百
分
の
六)

百
分
の
十
四

百
分
の
十
五(

施
行
日
の
前
日
に
農
林
漁

業
普
及
指
導
手
当
を
受
け
て
い
た
者
に
あ
っ

て
は
、
百
分
の
八)

百
分
の
十
六

百
分
の
二
十(

施
行
日
の
前
日
に
農
林
漁

業
普
及
指
導
手
当
を
受
け
て
い
た
者
に
あ
っ

て
は
、
百
分
の
十
三)

六
種

施
行
日
の
前
日
に
、
農
林
漁
業
普
及
手
当

の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
に
あ
っ
て
は
四

種
、
教
職
調
整
額
の
支
給
を
受
け
て
い
た

者
に
あ
っ
て
は
八
種

七
種
六
種
二
種

に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(
以
下｢

新
規
則｣

と
い
う
。)

第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
額

が
経
過
措
置
基
準
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
当
該
管
理
職
手
当
の
ほ
か
、
当
該
管
理

職
手
当
額
と
経
過
措
置
基
準
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額(

そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

を
管
理
職
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。

一

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
百

二

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
七
十
五

三

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
五
十

四

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
二
十
五

３

前
項
に
規
定
す
る
経
過
措
置
基
準
額
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
を
い
う
。

一

こ
の
規
則
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣
と
い
う
。)

の
前
日
に
適
用
さ
れ
て
い
た
給
料
表

と
同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員(

以
下｢
同
一
給
料
表
適
用
職
員｣

と
い
う
。)

で
あ
っ

て
、
同
日
に
属
し
て
い
た
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
に
属
す
る
職
員
以
外
の
も
の
の
う
ち
、

上
位
区
分
等
相
当
職
員(

同
日
に
お
い
て
占
め
て
い
た
職
に
係
る
旧
区
分(

当
該
職
に
関
し
定
め

ら
れ
て
い
た
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

以
下｢

旧
規
則｣

と
い
う
。)

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
管
理
職

手
当
の
支
給
割
合
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
新

規
則
第
二
十
四
条
第
二
項
の
管
理
職
手
当
の
区
分
に
相
当
す
る
区
分
に
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け

る
当
該
区
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

よ
り
高
い
区
分
に
相
当
す
る
新
規
則
別
表
第
一
の
三
の
区

分
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
対
応
す
る
同
表
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て

同
じ
。)

及
び
相
当
区
分
等
職
員(

旧
区
分
に
相
当
す
る
新
規
則
別
表
第
一
の
三
の
区
分
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
対
応
す
る
同
表
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。)

同
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
管
理
職
手
当
及
び
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
の
月
額
の
合
計
額

二

同
一
給
料
表
適
用
職
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
属
し
て
い
た
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職

務
の
級
に
属
す
る
職
員
以
外
の
も
の
の
う
ち
、
下
位
区
分
等
相
当
職
員(

旧
区
分
よ
り
低
い
区
分

に
相
当
す
る
新
規
則
別
表
第
一
の
三
の
区
分
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
対
応
す
る
同
表
に
掲
げ
る
職
を

占
め
る
職
員
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。)

同
日
に
旧
支
給
割
合(

次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
新
規
則
別
表
第
一
の
三
の
区
分
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
旧
規
則
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の
支
給
割
合
に
相
当
す
る

支
給
割
合
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。)

を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
者
が
受
け
る

こ
と
と
な
る
管
理
職
手
当
及
び
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
の
月
額
の
合
計
額
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三

同
一
給
料
表
適
用
職
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
属
し
て
い
た
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職

務
の
級
に
属
す
る
も
の
の
う
ち
、
上
位
区
分
等
相
当
職
員
及
び
相
当
区
分
等
職
員

同
日
に
そ
の

者
が
当
該
下
位
の
職
務
の
級
に
降
格
し
た
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
管
理
職

手
当
及
び
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
の
月
額
の
合
計
額

四

同
一
給
料
表
適
用
職
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
属
し
て
い
た
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職

務
の
級
に
属
す
る
も
の
の
う
ち
、
下
位
区
分
等
相
当
職
員

同
日
に
そ
の
者
が
当
該
下
位
の
職
務

の
級
に
降
格
し
、
か
つ
、
旧
支
給
割
合
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
者
が
受
け
る
こ
と
と
な

る
管
理
職
手
当
及
び
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
の
月
額
の
合
計
額

五

施
行
日
以
後
に
給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員(

施
行
日
以
後
に
新
た
に
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
そ
の
他
人
事
委
員
会
が
認
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
職
員
を
除
く
。)

施
行
日
の
前
日
に
当
該
異
動
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
各

号
の
規
定(

第
一
号
の
規
定
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
表
百
分
の
十
六
の
項
及
び
百
分
の
十
四
の
項

中｢

三
種｣

又
は｢

五
種｣

と
あ
る
の
は｢
四
種｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。)

に
準
じ
て

そ
の
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
管
理
職
手
当
及
び
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
の
月
額
の
合
計
額

六

前
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
ほ
か
、
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続

き
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
職
員
の
う
ち
、
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
前
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
準
ず
る
者
と
し

て
人
事
委
員
会
が
認
め
る
職
員

前
各
号
の
規
定
に
準
じ
て
人
事
委
員
会
が
認
め
る
額

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
七
項
中｢

百
分
の
十
一｣

を｢

百
分
の
十
二｣

に
改
め
る
。

附
則
別
表
第
二
中｢

百
分
の
十
三｣

を｢

百
分
の
十
四｣

に
、｢

百
分
の
十
一｣

を｢

百
分
の
十
二｣

に
、｢

百
分
の
一｣

を｢

百
分
の
二｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
人
事
記
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

職
員
の
人
事
記
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
人
事
記
録
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
転
職
の
項
中｢

事
務
吏
員
、
技
術
吏
員
等｣

を｢

職
員(

事
務)

、
職
員(

技
術)

等｣

に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
三
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
岐
阜
県
内
の
地
域)

第
三
条
の
二

旅
費
条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
地
域
は
、
別
表
第

一
の
三
の
市
町
欄
に
掲
げ
る
市
町
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
地
域
欄
に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
様
式
は
、
旅
費
シ
ス
テ
ム(

電
子
計
算
機
を
用
い
て
、
旅
行
命
令
、
旅
費
計
算
、
旅
費
請

求
そ
の
他
の
旅
費
管
理
を
総
合
的
に
行
う
た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。)

に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電

磁
的
記
録(

電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。)

を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
第
一
項
第
三
号
ロ
中｢

日
本
郵
政
公
社
の
調
べ
に
係
る
郵
便
線
路
図
に
掲
げ
る｣

を｢

実
測

そ
の
他
信
頼
す
る
に
足
る
方
法
に
よ
り
計
測
さ
れ
た｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
本
文
中｢

市
町
村
内｣

の
下
に｢(

当
該
出
発
箇
所
又
は
目
的
箇
所
が
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
地
域
に
存
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
地
域
内)｣

を
加
え
、｢

以
下
本
項
に
お
い
て｢
県
庁
等｣

と
い
う｣

を｢

市
役
所
又
は
町

村
役
場
の
支
所
等
を
含
む｣

に
改
め
、｢

郵
便
線
路
図
に
掲
げ
る｣
を
削
り
、｢

郵
便
局｣

を｢

市
役
所

又
は
町
村
役
場(

都
に
あ
つ
て
は
、
区
役
所)｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中

｢

地
方
公
共
団
体
の
長
の
証
明
す
る
元
標｣

を｢

当
該
旅
行
の
出
発
箇
所
、
目
的
箇
所｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
様
式
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
四
条
か
ら
第
十
四
条
の
三
ま
で
を
削
り
、
第
十
五
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
五
条
の
二
第
一
号
中｢

ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア｣

を｢

ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア｣

に
改
め
、｢

中
華
人
民
共
和
国｣

の
下
に｢

、
東
テ
ィ
モ
ー
ル｣

を
加
え
、｢

マ
レ
イ
シ
ア｣

を｢
マ
レ
ー

シ
ア｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
の
表
北
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
東
海
岸
の
項
中｢

ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク｣

を｢

ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク｣

に
、｢

ニ
ュ
ー
・
オ
ル
リ
ン
ズ｣

を｢

ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ｣

に
改
め
、
同
表
北
ア
メ
リ
カ
諸
国
の

西
海
岸
の
項
中｢

ヴ
ァ
ン
ク
ー
ヴ
ァ
ー｣

を｢

バ
ン
ク
ー
バ
ー｣

に
、｢

サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
ロ

ス
・
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス｣

を｢

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス｣

に
改
め
、
同
表
メ
キ
シ
コ
及
び

中
央
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
項
中｢

サ
ン
・
ホ
セ｣

を｢

サ
ン
ホ
セ｣

に
改
め
、
同
表
カ
リ
ブ
海
諸
国
の
項

中｢

ハ
ヴ
ァ
ナ
、
ポ
ー
ル
・
ト
・
プ
ラ
ン
ス
及
び
サ
ン
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ｣

を｢

ハ
バ
ナ
、
ポ
ル
ト
ー
プ

ラ
ン
ス
及
び
サ
ン
ト
ド
ミ
ン
ゴ｣

に
改
め
、
同
表
南
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
項
中｢

ベ
レ
ー
ン
、
マ
ナ
オ
ス｣

を｢

ベ
レ
ン
、
マ
ナ
ウ
ス｣

に
、｢

リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ｣

を｢

リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ｣

に
、｢

モ

ン
テ
ヴ
ィ
デ
オ
、
ブ
エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス｣

を｢

モ
ン
テ
ビ
デ
オ
、
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス｣

に
改
め
、

同
表
西
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
項
中｢

モ
ン
ロ
ヴ
ィ
ア｣

を｢

モ
ン
ロ
ビ
ア｣

に
、｢

リ
ー
ブ
ル
ヴ
ィ
ル｣

を｢

リ
ー
ブ
ル
ビ
ル｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
号
の
二
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中｢

近
距
離
地
域
以
外
の
地
域
に｣

を｢

近
距
離
旅

行
以
外
の｣

に
改
め
、
同
条
中
第
十
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
七
号
及
び
第
八
号
を
削

り
、
第
六
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
の
三
を
第
八
号
と
し
、
第
五
号
の
二
を
第
七
号
と
し
、
同
条
第

五
号
中｢

単
身
赴
任
手
当
を
受
け
て
い
る｣

を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
中
第
四
号
を

第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

旅
行
者
が
公
用
以
外
の
自
動
車
等
を
運
転
し
、
旅
費
条
例
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
近
距

離
旅
行
以
外
の
旅
行
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
出
発
箇
所
及
び
目

的
箇
所
を
起
点
に
陸
路
の
路
程
を
計
算
し
た
と
き
は
、
交
通
機
関
を
利
用
し
た
場
合
及
び
宿
泊
し

た
場
合
を
除
き
、
当
該
旅
行
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
旅
行
諸
費
の
二
分
の
一
の
額
を
支
給
す
る
も

の
と
す
る
。

第
十
八
条
第
十
一
号
中｢

次
の
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
理
由
に
よ
り
正
規
の
着
後
手
当
を
支
給
す

る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
き
は
、
当
該
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
着
後
手
当
を
支
給
す
る｣

を｢

宿
泊
に
要
す
る
日
数
及
び
夜
数
が
旅
費
条
例
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
日
数
及
び
夜
数
を
下
回
る

と
き
は
、
当
該
下
回
る
日
数
及
び
夜
数
に
相
当
す
る
旅
行
諸
費
定
額
及
び
宿
泊
料
定
額
は
支
給
し
な
い｣

に
改
め
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
削
り
、
同
条
中
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
を
削
り
、
第
十
六
号
を
第

十
四
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
八
号
を
第
十
六
号
と
す
る
。

第
二
十
一
条
中｢

ロ
ス
・
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ｣

を｢

ロ

サ
ン
ゼ
ル
ス
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ｣

に
、｢

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ｣

を｢

ジ
ュ
ネ
ー
ブ｣

に
、｢

ア
ブ
・
ダ
ビ
ー
、
ジ
ェ
ッ
ダ
、
ク
ウ
ェ
イ
ト
、
リ
ア
ド｣

を｢

ア
ブ
ダ
ビ
、
ジ
ッ
ダ
、
ク
ウ
ェ
ー

ト
、
リ
ヤ
ド｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
二
号
中｢

モ
ル
ド
ヴ
ァ｣

を｢

モ
ル
ド
バ｣

に
、｢

大
ブ
リ
テ
ン｣

を｢

英
国｣

に
、

｢
サ
イ
プ
ラ
ス｣

を｢

キ
プ
ロ
ス｣

に
、｢

ア
ゾ
イ
ス
諸
島｣

を｢

ア
ゾ
レ
ス
諸
島｣

に
改
め
、
同
条
第

三
号
中｢

ク
ウ
ェ
イ
ト
、
ジ
ョ
ル
ダ
ン｣

を｢

ク
ウ
ェ
ー
ト
、
ヨ
ル
ダ
ン｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中

｢

モ
ル
ド
ヴ
ァ｣

を｢

モ
ル
ド
バ｣

に
改
め
、｢

イ
ン
ド
ネ
シ
ア｣

の
下
に｢

、
東
テ
ィ
モ
ー
ル｣

を
加

え
、
同
条
第
六
号
中｢

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド｣

を｢

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド｣

に
改
め
、
同
条
第
七
号

中｢

セ
イ
シ
ェ
ル
諸
島｣

を｢

セ
ー
シ
ェ
ル
諸
島｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中

｢
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア｣

を

｢

ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア｣

に
、

｢

チ
ェ
ッ
コ｣

を｢

チ
ェ
コ｣

に
、｢

マ
ケ
ド
ニ
ア
旧
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共
和
国
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
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関
市

高
山
市

大
垣
市

市
町

平
成
十
七
年
二
月
六
日(

以
下
の
こ
の
部
に
お
い
て｢

合
併
前｣

と
い
う
。)

合
併
前
に
お
い
て
吉
城
郡
上
宝
村
赤
桶
、
今
見
、
柏
当
、
神
坂
、
笹
嶋
、

田
頃
家
、
蓼
之
俣
、
栃
尾
、
中
尾
、
一
重
ヶ
根
、
平
湯
、
福
地
及
び
村
上

で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
吉
城
郡
上
宝
村(

赤
桶
、
今
見
、
柏
当
、
神
坂
、
笹
嶋
、

田
頃
家
、
蓼
之
俣
、
栃
尾
、
中
尾
、
一
重
ヶ
根
、
平
湯
、
福
地
及
び
村
上

を
除
く
。)

で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
吉
城
郡
国
府
町
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
大
野
郡
高
根
村
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
大
野
郡
朝
日
村
胡
桃
島
、
桑
之
島
、
西
洞
及
び
宮
之
前

で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
大
野
郡
朝
日
村(

胡
桃
島
、
桑
之
島
西
洞
及
び
宮
之
前

を
除
く
。)

で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
大
野
郡
久
々
野
町
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
大
野
郡
宮
村
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
大
野
郡
荘
川
村
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
大
野
郡
清
見
村
大
原
及
び
楢
谷
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
大
野
郡
清
見
村(

大
原
及
び
楢
谷
を
除
く
。)

で
あ
つ

た
地
域

平
成
十
七
年
一
月
三
十
一
日(

以
下
の
こ
の
部
に
お
い
て｢

合
併
前｣

と

い
う
。)

に
お
い
て
大
野
郡
丹
生
川
村
で
あ
つ
た
地
域

平
成
十
八
年
三
月
二
十
六
日
に
お
い
て
養
老
郡
上
石
津
町
で
あ
つ
た
地
域

地
域

郡
上
市

飛�
市

山
県
市

恵
那
市

中
津
川
市

合
併
前
に
お
い
て
郡
上
郡
美
並
村
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
郡
上
郡
高
鷲
村
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
郡
上
郡
白
鳥
町
石
徹
白
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
郡
上
郡
白
鳥
町(

石
徹
白
を
除
く
。)

で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
郡
上
郡
大
和
町
で
あ
つ
た
地
域

平
成
十
六
年
二
月
二
十
九
日(

以
下
の
こ
の
部
に
お
い
て｢

合
併
前｣

と

い
う
。)

に
お
い
て
郡
上
郡
八
幡
町
小
那
比
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
吉
城
郡
神
岡
町
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
吉
城
郡
宮
川
村
で
あ
つ
た
地
域

平
成
十
六
年
一
月
三
十
一
日(

以
下
の
こ
の
部
に
お
い
て｢

合
併
前｣

と

い
う
。)

に
お
い
て
吉
城
郡
河
合
村
で
あ
つ
た
地
域

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
山
県
郡
美
山
町
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
恵
那
郡
上
矢
作
町
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
恵
那
郡
明
智
町
及
び
串
原
村
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
恵
那
郡
岩
村
町
及
び
山
岡
町
で
あ
つ
た
地
域

平
成
十
六
年
十
月
二
十
四
日(

以
下
の
こ
の
部
に
お
い
て｢

合
併
前｣

と

い
う
。)

に
お
い
て
恵
那
市
中
野
方
町
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
恵
那
郡
福
岡
町
及
び
蛭
川
村
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
恵
那
郡
付
知
町
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
恵
那
郡
加
子
母
村
で
あ
つ
た
地
域

平
成
十
七
年
二
月
十
二
日(

以
下
の
こ
の
部
に
お
い
て｢

合
併
前｣

と
い

う
。)

に
お
い
て
恵
那
郡
坂
下
町
及
び
川
上
村
並
び
に
長
野
県
木
曾
郡
山

口
村
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
武
儀
郡
上
之
保
村
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
武
儀
郡
武
儀
町
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
武
儀
郡
武
芸
川
町
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
武
儀
郡
板
取
村
で
あ
つ
た
地
域

に
お
い
て
武
儀
郡
洞
戸
村
で
あ
つ
た
地
域

ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
、
モ
ル
ド
ヴ
ァ｣

を｢

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
旧
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ビ
ア
共
和
国
、
モ
ル
ド
バ｣

に
、｢

ラ
ト
ヴ
ィ
ア｣

を｢

ラ
ト
ビ
ア｣

に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中

｢

ビ
ル
マ
及
び
マ
レ
イ
シ
ア｣

を

｢

ミ
ャ
ン
マ
ー
及
び
マ
レ
ー
シ
ア｣

に
改
め
、

｢

大
韓
民
国｣
の
下
に｢

、
東
テ
ィ
モ
ー
ル｣

を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
三(

第
三
条
の
二
関
係)
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揖
斐
郡
揖
斐
川
町

本
巣
市

下
呂
市

合
併
前
に
お
い
て
揖
斐
郡
坂
内
村
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
揖
斐
郡
藤
橋
村
徳
山
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
揖
斐
郡
藤
橋
村(
徳
山
を
除
く
。)

で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
揖
斐
郡
久
瀬
村
で
あ
つ
た
地
域

平
成
十
七
年
一
月
三
十
日(
以
下
の
こ
の
部
に
お
い
て｢

合
併
前｣

と
い

う
。)

に
お
い
て
揖
斐
郡
春
日
村
で
あ
つ
た
地
域

平
成
十
六
年
一
月
三
十
一
日(

以
下
の
こ
の
部
に
お
い
て｢

合
併
前｣

と

い
う
。)

に
お
い
て
本
巣
郡
根
尾
村
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
益
田
郡
馬
瀬
村
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
益
田
郡
金
山
町
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
益
田
郡
小
坂
町
落
合
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
益
田
郡
小
坂
町(

落
合
を
除
く
。)

で
あ
つ
た
地
域

平
成
十
六
年
二
月
二
十
九
日(

以
下
の
こ
の
部
に
お
い
て｢

合
併
前｣

と

い
う
。)

に
お
い
て
益
田
郡
萩
原
町
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
郡
上
郡
和
良
村
で
あ
つ
た
地
域

合
併
前
に
お
い
て
郡
上
郡
明
宝
村
で
あ
つ
た
地
域

別
表
第
二(

第
一
号
様
式)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別表第２ (第１号様式) (第８条､ 第11条関係)

旅 行 命 令 ( 依 頼 ) 書

所属部局課 (住所) 発令年月日
年 月 日

旅行命令番号

職務の級

行政職に読み替えた級 級

職氏名 旅行期間
年 月 日から
年 月 日まで
泊 日

用務 用務先

旅 費 計 算 書 ・ 精 算 書

旅 行 明 細

概算受領済額

差引請求額

差引返納額

合 計 円

本書のとおり精算します｡
年 月 日

様 �
決
済
等
欄

支出命令権者精算決裁印 旅行命令権者の認印
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令
番
号

金
額

(円
)

氏
名
コ
ー
ド

旅
行
命
令
番
号

金
額

円 旅
行
命

別
表
第
二(

第
二
号
様
式)

か
ら
別
表
第
二(

第
十
号
様
式)

ま
で
を
削
り
、
別
表
第
二(

第
十
号

｢

の
二
号
様
式)

を
別
表
第
二(

第
二
号
様
式)

と
し
、
別
表
第
二(

第
十
一
号
様
式)

中

｢
｢

を

に
、

を

｣
｣

｣

｢

に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
二(

第
三
号
様
式)

と
す
る
。

｣

別
表
第
四
第
六
号
中｢

旅
費
条
例
第
二
十
七
条
第
一
号
又
は｣

を
削
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

２

岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

昭
和
四
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委

員
会
規
則
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

付
則
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
付
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
三
第
一
項
第
三
号
中｢

補
職
名｣

を｢

職
名｣

に
改
め
る
。

第
二
条
の
六
第
三
項
中｢

を
計
算
す
る
際
に
用
い
た
給
料
月
額
に
乗
ず
る
支
給
割
合｣

を｢

の
区
分｣

に
、｢

も
の
を
給
料
月
額
に
乗
じ
て
得
た
管
理
職
手
当｣

を｢

区
分
の
管
理
職
手
当(

平
成
十
九
年
三

月
三
十
一
日
以
前
に
お
い
て
は
、
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
適
用
さ
れ
て
い
た
給
与
条
例
に

よ
り
、
特
定
基
礎
在
職
期
間
の
直
前
の
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
管
理
職
手
当
を
計
算
す
る
際
に
用

い
た
給
料
月
額
に
乗
ず
る
支
給
割
合
と
特
定
基
礎
在
職
期
間
に
連
続
す
る
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た

管
理
職
手
当
を
計
算
す
る
際
に
用
い
た
給
料
月
額
に
乗
ず
る
支
給
割
合
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
を

給
料
月
額
に
乗
じ
て
得
た
管
理
職
手
当)｣

に
改
め
る
。

別
表
ロ
の
表
第
一
号
区
分
の
項
第
四
号
中｢

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
第
十
条
第
一
項｣

を｢

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た

給
与
条
例(

他
の
条
例
又
は
規
則
に
お
い
て
引
用
し
、
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。

以
下｢

平
成
十
八
年
四
月
以
後
平
成
十
九
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例｣

と
い
う
。)

第
十
条
第
一
項｣

に
改
め
、｢

額
で
あ
つ
た
も
の｣

の
下
に｢

又
は
平
成
十
九
年
四
月
以
後
に
適
用
さ
れ
て
い
る
給
与
条

例

(

他
の
条
例
又
は
規
則
に
お
い
て
引
用
し
、
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
以
下

｢

平
成
十
九
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例｣

と
い
う
。)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の
区

分
が
一
種｣

を
加
え
、
同
表
第
三
号
区
分
の
項
第
四
号
中｢

平
成
十
八
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
第
十

条
第
一
項｣

を｢

平
成
十
八
年
四
月
以
後
平
成
十
九
年
三
月
以
前
の
給
与
条
例
第
十
条
第
一
項｣

に
改

め
、｢

額
で
あ
つ
た
も
の｣

の
下
に｢

又
は
平
成
十
九
年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の
区
分
が
五
種
以
上
で
あ
つ
た
も
の｣

を
加
え
、
同
項
第
五
号
中｢

平
成
十
八

年
四
月
以
後
の
給
与
条
例
第
十
条
第
一
項｣

を｢

平
成
十
八
年
四
月
以
後
平
成
十
九
年
三
月
以
前
の
給

与
条
例
第
十
条
第
一
項｣

に
改
め
、｢

額
で
あ
つ
た
も
の｣

の
下
に｢

又
は
平
成
十
九
年
四
月
以
後
の

給
与
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の
区
分
が
五
種
以
上
で
あ
つ
た
も
の｣

を
加
え

る
。別

記
第
一
号
様
式
中｢補

職
名
｣

を｢職
名
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
二
中 ｢明

治

大
正

昭
和
｣

を
削
り
、｢調

整
手
当
｣

を｢地
域
手
当
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二
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岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則(

昭
和
四
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
事
務
局
の
項
中｢

、
参
事｣

を
削
る
。

別
表
第
二
本
庁
の
項
中｢
健
康
保
健
指
導
監｣

を｢

会
計
管
理
者
、
出
納
事
務
局
長｣

に
改
め
、

｢

、
全
国
植
樹
祭
推
進
事
務
局
長｣

を
削
り
、｢

研
究
開
発
副
総
括
監｣

を｢

国
体
準
備
事
務
局
長｣

に
改
め
、｢

、
副
出
納
長
、
出
納
事
務
局
長｣

を
削
り
、｢

国
体
準
備
事
務
局
長｣

を｢

国
体
準
備
事
務

局
次
長｣

に
改
め
、｢

、
全
国
植
樹
祭
推
進
事
務
局
次
長
、
政
策
報
道
監｣

を
削
り
、｢

少
子
化
対
策
監｣

の
下
に｢

、
地
域
振
興
企
画
監｣

を
加
え
、｢
、
給
与
シ
ス
テ
ム
企
画
監｣

及
び｢

、
保
健
企
画
監｣

を
削
り
、｢

感
染
症
対
策
企
画
監｣

の
下
に｢
、
保
健
企
画
監｣

を
加
え
、｢

、
高
齢
者
医
療
企
画
監｣

及
び｢

、
消
費
流
通
企
画
監｣

を
削
り
、｢

建
築
安
全
対
策
監｣

を｢

建
築
構
造
審
査
監｣

に
、｢

財
務

開
発
企
画
監｣

を｢

総
合
財
務
企
画
監｣

に
改
め
、｢
、
主
幹｣

を
削
り
、
同
表
振
興
局
の
項
中｢

、

管
理
監｣

を
削
り
、
同
表
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
項
中｢
所
長｣

の
下
に｢

、
家
庭
支
援
第
二
課
長｣

を
加
え
、
同
表
土
木
事
務
所
の
項
中｢

道
路
維
持
課
長
、
公
有
地
化
推
進
課
長
及
び
災
害
復
旧
課
長｣

を｢

施
設
管
理
課
長(

岐
阜
土
木
事
務
所
を
除
く
。)

、
道
路
維
持
課
長(
岐
阜
土
木
事
務
所
を
除
く
。)

及
び
公
有
地
化
推
進
課
長｣

に
改
め
、
同
表
建
築
事
務
所
の
項
中｢

、
建
築
課
長(

岐
阜
建
築
事
務
所

に
限
る
。)｣

を
削
り
、
同
表
大
阪
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
地
方
自
治
大
学
校
の
項
中｢

、
管
理
監｣

を
削
り
、
同
表
試
験
研
究
機
関
の
項
中｢

総
務
課
長｣

の
下
に｢

、
主
幹｣

を
加
え
、
同
表
県
立
看
護

大
学
の
項
中｢

事
務
局
長｣

の
下
に｢

、
管
理
監｣

を
加
え
、
同
表
病
院
の
項
中｢

、
院
長
代
理｣

、｢

、

管
理
監｣

及
び｢

、
管
財
指
導
監｣

を
削
り
、
同
表
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
の
項
中｢

、
女
性
支
援
企
画

監｣

を
削
り
、
同
表
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
の
項
中｢

研
究
科
長｣

の
下
に｢

、
図
書
館
長｣
を

加
え
、｢

、
管
理
監｣

を
削
り
、
同
表
国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー
の
項
中｢

副
塾
長｣

を｢

塾
長｣
に

改
め
、
同
表
農
業
大
学
校
の
項
中｢

、
主
幹｣

を
削
り
、
同
表
流
域
浄
水
事
務
所
の
項
中｢

総
務
課
長｣

の
下
に｢

、
管
理
監｣

を
加
え
る
。

別
表
第
三
事
務
局
の
部
本
庁
の
項
中｢

課
長｣

の
下
に｢

、
室
長｣

を
加
え
、｢

、
競
技
力
向
上
対

策
監｣

を
削
り
、
同
表
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校
の
部
中｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校｣

を｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
、
同
表
美
術
館
の
部
中｢

部
長｣

の
下
に｢

、
課
長｣

を
加
え
、
同
表

現
代
陶
芸
美
術
館
の
部
中｢

館
長｣

の
下
に｢

、
副
館
長｣

を
加
え
、
同
表
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ひ
だ
の
部

中｢

部
長｣

の
下
に｢

、
総
務
課
長｣

を
加
え
る
。

別
表
第
五
事
務
局
の
項
中｢

監
査
課｣

を｢

監
査
企
画
監
、
監
査
第
一
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
号
中｢

助
教
授｣

を｢

准
教
授｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
ハ
の
表
二
級
の
項
中｢助

手
｣

を｢助
教
又
は
助
手
｣

に
、
同
表
四
級
の
項
中｢助

教
授
｣

を｢准
教
授
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
ニ
の
表
一
級
の
項
第
二
号
中｢盲

学
校
､
聾 ろ
う学
校
又
は
養
護
学
校
(以
下
｢特
殊
学
校
｣

と
い
う
｡)
｣

を｢特
別
支
援
学
校
｣

に
改
め
、
同
表
二
級
の
項
中｢特

殊
学
校
｣

を｢特
別
支
援
学

校
｣

に
、｢又

は
養
護
教
諭
｣

を｢､
養
護
教
諭
又
は
栄
養
教
諭
｣

に
改
め
、
同
表
三
級
の
項
第
二
号

及
び
四
級
の
項
中｢特

殊
学
校
｣

を｢特
別
支
援
学
校
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
ホ
の
表
二
級
の
項
中｢又

は
養
護
教
諭
｣

を｢､
養
護
教
諭
又
は
栄
養
教
諭
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
へ
の
表
一
級
の
項
中｢助

手
｣

を｢助
教
又
は
助
手
｣

に
、
同
表
三
級
の
項
中｢助

教
授
｣

を｢准
教
授
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
ハ
の
表
中｢助

教
授
｣

を｢准
教
授
｣

に
、｢助

手
｣

を｢助
教

助
手
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
ニ
の
表
中｢養

護
教
諭
｣

を｢養
護
教
諭

栄
養
教
諭
｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
一
号
中｢１

の
四
｣

を｢１
の
五
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
ホ
の
表
中｢養

護
教
諭
｣

を｢養
護
教
諭

栄
養
教
諭
｣

に
改
め
る
。
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別
表
第
二
へ
の
表
中｢助

教
授
｣

を｢准
教
授
｣

に
、｢助

手
｣

を｢助
教

助
手
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
二
の
部
二
の
項
第
三
号
及
び
三
の
部
一
の
項
第
一
号
中｢､

盲
学
校
､
聾 ろ
う学
校
又
は
養
護

学
校
｣

を｢又
は
特
別
支
援
学
校
｣

に
、
同
表
三
の
部
二
の
項
第
一
号
及
び
四
の
部
第
一
号
中｢盲

学

校
､
聾 ろ
う学
校
若
し
く
は
養
護
学
校
｣

を｢特
別
支
援
学
校
｣

に
改
め
、
同
表
備
考
を
同
表
備
考
第
一
号

と
し
、
同
表
備
考
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

２
こ
の
表
の
｢特
別
支
援
学
校
｣
に
は
､
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(平
成
18年

法
律
第
80号
)
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教
育
法
の
盲
学
校
､
聾 ろ
う学
校
及
び
養
護
学
校
を
含
む
｡

別
表
第
六
ハ
の
表
中｢助

手
｣

を｢助
教

助
手
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
六
ニ
の
表
中｢養

護
教
諭
｣

を｢養
護
教
諭

栄
養
教
諭
｣

に
改
め
、
同
表
備
考
中｢１
の
四
｣

を｢１

の
五
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
六
ホ
の
表
中｢養

護
教
諭
｣

を｢養
護
教
諭

栄
養
教
諭
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
六
ヘ
の
表
中｢助

手
｣

を｢助
教

助
手
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
人

事
委
員
会
規
則
第
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
六
項
を
附
則
第
十
七
項
と
し
、
附
則
第
十
二
項
か
ら
附
則
第
十
五
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰

り
下
げ
、
附
則
第
十
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

(

平
成
二
十
年
一
月
一
日
に
お
け
る
一
般
職
員
の
昇
給
の
号
給
数
等)

12

第
六
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
に
お
け
る
一
般
職
員
の
昇
給
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
項
中｢

平
成
十
九
年
一
月
一
日｣

と
あ
る
の
は｢

平
成

二
十
年
一
月
一
日｣

と
、
同
項
第
一
号
中

｢

切
替
日
前｣

と
あ
る
の
は

｢

平
成
十
九
年
一
月
一
日

(

以
下｢

基
準
日｣

と
い
う
。)

前｣

と
、｢

切
替
日
後｣

と
あ
る
の
は｢

基
準
日
後｣

と
、｢

数
か
ら

一
を
減
じ
て
得
た
数
に
相
当
す
る
号
給
数｣

と
あ
る
の
は｢

号
給
数｣

と
、
同
項
第
二
号
中｢

平
成

十
八
年
十
二
月
三
十
一
日｣

と
あ
る
の
は｢

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日｣

と
、
第
九
項
中｢

切

替
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日｣

と
あ
る
の
は｢

基
準
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
二
月
三
十

一
日｣

と
、
第
十
項
中｢

平
成
十
九
年
一
月
一
日｣

と
あ
る
の
は｢

平
成
二
十
年
一
月
一
日｣

と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

岐
阜
県
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
人
事
委

員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
条
例
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
公
益
法
人
等
の
項
中｢

財
団
法
人
岐
阜
県
国
際

バ
イ
オ
研
究
所｣
を
削
り
、
同
表
条
例
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
公
益
法
人
等
の
項
中｢

財

団
法
人
二
千
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
協
会｣

を
削
る
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
訓
令
甲

岐
阜
県
人
事
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

事

務

局

一

般

岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員

会
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中｢

、
休
息
時
間｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平
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年
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成
十
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年
四
月
一
日
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行

岐
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市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
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二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


